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平成２８年度福島県献血推進計画

はじめに

本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和３１年法律第

１６０号）第９条に規定する基本方針及び同法第１０条第１項に規定する献血推進

計画に基づき、同法第１０条第４項の規定により福島県が定める平成２８年度の献

血の推進に関する計画である。

また、平成２８年度からは、東北六県で必要とする血液（原料血漿を含む。）を各
しよう

県で按分して確保する。

なお、本県の一部は、平成２３年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所

事故による避難指示区域等に設定されているため、本計画はこのような状況を踏ま

えて作成した。

第１節 平成２８年度に献血により確保すべき血液の目標量

１ 献血により確保すべき血液の目標量

(1) 需要見込量

平成２８年度の輸血用血液製剤は赤血球製剤１１２，０００単位、血漿製
しよう

剤４３，７００単位、血小板製剤１１６，０００単位が必要と見込まれる。

また、原料血漿は１５，３５２リットルの確保が国から割り当てられて
しよう

いる。

(2) 献血目標量

東北六県で必要とする血液（原料血漿を含む。）を各県で按分して確保する
しよう

ため、平成２８年度に献血により本県において確保すべき血液の目標量を、

２００ｍＬ献血が６００リットル、４００ｍＬ献血が２１，８００リットル、

血漿成分献血が３，２３４リットル、血小板成分献血が４，５２０リットル
しよう

の計３０，１５４リットルとする。

なお、目標とする献血換算単位数（２００ｍＬ換算）及び目安とする献血

人数については、別表１のとおりとする。

２ 全血献血及び成分献血の実施方法

(1) 全血献血（２００ｍＬ、４００ｍＬ）

全血献血は、県内の各市町村を巡回する福島県赤十字血液センター（以下

「血液センター」とする。）の移動採血車による確保を主体とする。血液セン

ター（固定施設）においては、Ｒｈマイナス型や緊急時の全血献血への対応

と併せて、通常の全血献血、特に４００ｍＬ献血の確保にも対応する。

なお、全血献血に係る移動採血車（市町村）と血液センターの配分は、別

表２のとおりとする。

(2) 成分献血

成分献血（血漿成分献血及び血小板成分献血）は、採血に時間を要するこ
しよう

とから、献血環境を考慮し、各血液センター及び献血ルーム等の固定施設に

おいて全ての採血を行う。

３ 市町村別献血目標

移動採血車による全血献血は市町村別に確保することとし、移動採血車によ

る献血目標を平成２７年１０月１日現在における１５歳から６４歳の現住人口

に応じて按分し、各市町村の献血目標とする。

なお、平成２８年度の各市町村の献血目標は別に定める。
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４ 移動採血車運行計画の策定等

県及び市町村は、血液センターと十分協議して、移動採血車による採血等の

日程を設定し、そのための公共施設の提供等、採血事業者の献血の受入れに協

力する。

５ 献血目標量の確保

県、市町村及び血液センターは、県内の医療機関における需要及び血液製剤

の安全性の観点から、４００ｍＬ献血の必要性が高い現状を踏まえ、設定され

た目標量の確保に努める。

第２節 前節の目標量を確保するために必要な措置に関する事項

１ 献血に関する普及啓発活動の実施

(1) 県及び市町村は血液センターの協力を得て、広く国民各層に治療に必要な

血液製剤の確保が善意の自発的な献血によって支えられていることを含め、

献血に関する理解と協力を求めるため、県民に対し、普及及び啓発を行う。

(2) 県及び市町村は、血液センターの協力を得て、より多くの県民が献血に参

加できるよう、地域の実情に応じた啓発を行い、献血への関心を高める。

(3) 血液センターは、県及び市町村等の関係者の協力を得て、献血者が継続し

て献血に協力できる環境の整備を行うとともに、献血者に必要な情報を提供

すること等により、献血への一層の理解と協力を呼びかける。

(4) 県、市町村、血液センター及び医療関係者は、県民に対し、献血の必要性

や血液の利用実態等について正確な情報を伝え、各種の普及啓発を実施する。

(5) 県、市町村及び血液センターは、血液製剤の安全性を確保するため、感染

症の検査を目的とした献血を行わないよう様々な広報手段を用いて周知徹底

を図る。

これらを踏まえ、以下に掲げる献血推進のための施策を実施する。

ア 献血推進キャンペーン等の実施

(ｱ) 県は、特に必要性が高い４００ｍＬ献血及び成分献血の推進及び普及の

ため、７月に「愛の血液助け合い運動」を、１月から２月までに「はたち

の献血キャンペーン」を実施する他、血液の供給状況に応じて献血推進キ

ャンペーン活動を緊急的に実施する。また、様々な広報手段を用いて、県

民に献血への理解と協力を呼びかけるとともに献血場所を確保するため、

関係者に必要な協力を求める。

(ｲ) 県、市町村及び血液センターは、これらの献血推進活動を実施する。

(ｳ) 県は、市町村等関係機関に対して文書等による事業の協力依頼を行う。

(ｴ) 県は、原則として７月の「愛の血液助け合い運動」月間中、県内１３市

において、各市との共催による街頭献血キャンペーンを開催する。

イ 若年層の献血への理解を深めるための普及啓発

県、市町村及び血液センターは、地域の実情に応じて、若年層の献血へ

の関心を高めるため、学校等に対して、ボランティア活動である献血につ

いて情報提供や学生献血推進ボランティア等の同世代からの働きかけの支

援を行う。

(ｱ) 県は、「ジュニア献血ポスターコンクール事業」として、以下の内容を

実施する。

ａ 将来の献血者確保と一般県民への献血思想の普及啓発を目的として、
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県教育委員会の協力の下に、中学生を対象とした献血基礎知識の啓発を

兼ねたポスターコンクールを実施する。

ｂ 優秀作を用いたポスターを作成し中学校等に配布し、広く県民に対し、

献血思想の普及啓発を行う。

(ｲ) 県は、大学生等ボランティアによるキャンペーンを支援し、ボランティ

ア団体の育成及び若年層献血者の増加を図る。

(ｳ) 県及び血液センターは、次世代の献血者を育てていくために親から子へ

献血や血液製剤の意義を伝えることが重要であることから、子育て中の

２０代、３０代を中心に啓発を行うとともに、親子が参加しやすい献血推

進活動の実施、並びに採血所に託児体制を確保するなど、親子が献血に触

れ合う機会を設け、利用しやすい環境の整備を行う。

（ｴ）県及び血液センターは、特に若年層への啓発を効果的に行うため、若年

層向けの雑誌、放送媒体、ＳＮＳ等インターネットを含む様々な広報手段

を用いて気軽に目に触れる機会を増やす。

ウ 献血出前講座や献血セミナーの開催

県、保健所を設置する市及び血液センターは、若年層、関係団体及び企

業等を対象に、献血の意義や血液製剤について分かりやすく説明し、正し

い知識の普及啓発を図るため、保健福祉事務所（保健所）による「献血出

前講座」や血液センターによる「献血セミナー」を開催する。

また、県及び市町村は、「献血出前講座」や「献血セミナー」を積極的に

活用してもらえるよう学校、関係団体及び企業等に情報提供を行う。

エ 採血基準の改正

県、市町村及び血液センターは、採血基準の改正により、男性に限り

４００ｍＬ全血献血が１７歳から可能となったことから、普及啓発並びに

献血者の確保を図る。

オ 複数回献血の推進

県、市町村及び血液センターは、複数回献血を推進し、血液製剤の安定

供給を図る。

カ 「キビチーちゃん」を活用した啓発

平成８年度に作製した献血マスコット「キビチーちゃん」を活用した各

種啓発を行う。

キ ５０から６０歳代を対象とした対策

県及び血液センターは、血小板成分献血について、採血基準の改正によ

り、男性に限り６９歳まで（ただし、６５歳から６９歳までの方について

は、６０歳から６４歳までの間に献血の経験のある方に限る）可能となっ

たことから普及啓発ならびに献血者の確保を図る。

２ 献血功労等の顕彰

ア 県は、献血事業に功労のあった団体又は個人に対して福島県知事感謝状を

贈呈する。

イ 県は、各市町村の協力を得て、国が開催する献血運動推進全国大会におけ

る厚生労働大臣表彰等に対し、積極的に該当団体等を推薦する。

３ 会議等の開催

県は、適切な時期に、次の会議等を開催する。

ア 平成２８年度市町村献血担当課長会議

イ 平成２８年度市町村献血担当者等会議

ウ 次年度目標（案）設定会議
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４ 献血推進協議会の活用

ア 県は、献血推進協議会を開催し、献血事業の課題について協議を行い、献

血推進事業の基本となる献血推進計画を策定する。

イ 市町村は、各地域における献血推進協議会や献血推進団体等を活用し、そ

れぞれの地域の実情に応じた献血推進事業について検討する。

５ その他関係団体等による取組み

その他関係団体及び企業等は、その構成員に対し、ボランティア活動である

献血に対し積極的に協力を呼びかけるとともに、献血のための休暇取得を容易

にするよう配慮するなど、献血しやすい環境作りを推進する。

また、県、市町村及び血液センターは、関係団体及び企業等を訪問し、献血

の現状について情報提供を行い献血への協力を依頼するとともに、特に２０代

・３０代の献血促進について協力を求める。

６ 血液製剤使用適正化普及事業

ア 輸血療法委員会等の設置の促進

県は、適切な機会をとらえて、県内の医療機関に対して、院内における輸

血療法委員会、責任医師の任命及び輸血部門の設置の促進に努める。

イ 血液製剤使用に係わる懇談会の開催

県内における血液製剤使用の現状・問題点等を整理・検討し、その結果に

基づき今後の具体的施策を検討するため、懇談会を開催する。

(ｱ) 血液製剤使用指針等説明会等の開催

国が定めた血液製剤使用指針等の周知を図るため、医師等の医療従事者を

対象とした説明会及び自己血輸血の普及を図るための講習会を開催する。

また、血液製剤の供給量の増加や献血人口の減少、利用実態等についての

正確な情報伝達を行うとともに、献血者等の意見を踏まえつつ、これらの情

報提供や普及啓発の手法等の改善に努める。

(ｲ) 輸血に関するアンケート調査の実施

血液製剤の使用状況等を調査し、その需要状況を把握するため、病院等を

対象に「輸血に関するアンケート調査」を実施する。

(ｳ) 福島県合同輸血療法委員会の開催

効果的な血液製剤使用適正化の方策について検討するため、県内の医療機

関に設置されている輸血療法委員会の構成員を対象とする合同輸血療法委員

会を開催する。

第３節 その他献血の推進に関する重要事項

１ 献血の推進に際し、考慮すべき事項

(1) 献血者が安心して献血できる環境の整備

ア 血液センターは、献血者の個人情報を保護するとともに、採血の業務の

管理を適正に行うこと等により、献血者が安心して献血できる環境の整備

を行い、採血時の安全性を確保し、採血時の事故に備える等の措置を講ず

る。

イ 血液センターは、献血の受入れに当たっては献血者を懇切丁寧に処遇し、

不快の念を与えぬよう特に留意するとともに、献血者の要望を把握し、献

血受入体制の改善に努める。

ウ 血液センターは、特に初回献血者が抱いている不安等を払拭するため、

採血の手順や採血後の過ごし方等について、映像やパンフレット等を活用



した事前説明を十分に行い、献血者の安全性を図る。

エ 県は、血液センターによるこれらの取組みを支援する。

(2) 血液検査による健康管理サービスの充実

血液センターは、献血制度の健全な発展を図るため、採血に際し、献血者

の健康管理に資する検査を行い、献血者の希望を確認して、その結果を通知

する。

(3) 献血者の利便性の向上

血液センターは、安全性に配慮しつつ効率的に採血を行うため、立地条件

等を考慮した採血所の効果的な運用、移動採血車による計画的採血等、献血

者の利便性と安全で安心な献血に配慮した献血の実施に努める。

(4) 血液製剤の安全性の向上のための取組み

血液センターは、ＨＩＶ等の感染症の検査を目的とした献血を防止するた

め、本人確認や問診を徹底し、血液製剤の安全性の確保を図る。

また、県及び保健所を設置する市は、必要に応じ、医療関係者が安全対策

を適切に実施するよう指導に努める。

(5) まれな血液型の血液の確保

血液センターは、まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供給を確保

するため、当該献血者に対し、登録の充実を図る。

(6) ２００ｍＬ全血献血の在り方について

将来の献血基盤となる若年層の献血推進が非常に重要であることから、

２００ｍＬ全血献血については、１０代・２０代の若年層、特に高校生等の

初回献血を中心に推進し、出来る限り献血を経験してもらえるよう努める。

２ 災害時等における血液の確保等

(1) 県は、別に定める「福島県防災計画」において、災害時等において血液等

が適切に供給されるよう所要の措置を講ずる。

(2) 県及び市町村は、災害時等における献血が確保されるよう、血液センター

と連携して必要とされる献血量を把握した上で、様々な媒体を活用し、需要

に見合った全県的な献血の確保を行う。

(3) 県及び市町村は、災害時において、血液センター等関係者と連携し、献血

により得られた血液が円滑に現場に供給されるよう措置を講ずる。

(4) 血液センターは、災害時における献血受入体制を構築し、全県的な需給調

整等の手順を定め、県及び市町村と連携して対応できるよう備えることによ

り、災害時における献血の受入れに協力する必要がある。

３ 供給体制の整備と在庫管理

(1) 県及び血液センターは、赤血球製剤等の在庫水準を随時把握し、在庫が不

足する場合又は不足が予測される場合には、血液が適切に供給されるよう必

要な措置を講ずる。

(2) 献血推進のための危機管理対応マニュアルは、別に定める。

４ 献血推進施策の進ちょく状況等に関する確認・評価

(1) 県及び市町村は、献血推進のための施策の進ちょく状況、血液センターに

よる献血の受け入れの実績について確認し、その評価を行うことにより、必

要に応じ、献血推進のための施策の見直しを行う。

(2) 血液センターは、献血の受入れに関する実績や体制等について評価を行い、

献血の推進に活用する。
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